
審査基準（公表用）               様式第３号 
所管部（局）・課   生活衛生課      

法令名  と畜場法 法令の番号  昭和２８年法律第１１４号 
許認可等の種類  と畜場外へ解体された獣畜の肉、内蔵、血液、骨及び皮

を検査を経ずに持ち出す場合 
根拠条項  第１４条第３項 
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 と畜場内で解体された獣畜の肉、内臓、血液、骨及び皮は、都道府県知事の行う検査を経た後でなければ、と畜場外に持ち出してはな

らない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。  
１ この項本文に規定する検査のため必要があると認められる場合において都道府県の職員が解体された獣畜の肉、内臓、血液、骨又

は皮の一部を持ち出すとき。  
２ 厚生労働省令で定める疾病の有無についてのこの項本文に規定する検査を行う場合において都道府県知事の許可を得て獣畜の皮

を持ち出すときその他の衛生上支障がない場合として政令で定めるとき。 
〇 と畜場法施行令（昭和２８年政令第２１６号）第５条 

法第１４条第３項第２号の政令で定めるときは、次のとおりとする。  
① 法第１４条第３項第２号の厚生労働省令で定める疾病の有無についての同項本文に規定する検査（次号及び第３号において「解

体後検査」という。）を行う場合において、都道府県知事の許可を得て皮革の原料として牛の皮を持ち出すとき。  
② 解体後検査を行う場合において、都道府県知事の許可を得て牛の改良増殖（学術研究の用に供する場合を含む。）の目的のため

に牛の卵巣を持ち出すとき。  
③ 解体後検査を行う場合において、都道府県知事の許可を得て獣畜の肉、内臓、血液、骨又は皮（以下この号から第５号までにお

いて「獣畜の肉等」という。）の所有者又は管理者が焼却するために獣畜の肉等の全部又は一部を持ち出すとき。  
④ 食品衛生監視員が食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第２８条第１項の規定により獣畜の肉等の一部を収去するとき。  
⑤ 家畜防疫官又は家畜防疫員が家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５１条第１項の規定により獣畜の肉等の一部を

採取し、又は集取して持ち出すとき。 
２ 前項第１号から第３号までの許可の基準については、厚生労働省令で定める。  
３ 第１項第１号から第３号までの許可には、公衆衛生上必要な限度において条件を付することができる。 

 
 
 
 

受付

機関 
食肉衛生検査所 処理 

機関 
食肉衛生検査所 交付 

機関 
食肉衛生検査所 標準処理期間      ７日 目次

ＮＯ

 
 標準経由期間       日 

 


